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本日は、導入まで約1年に迫りました、裁判
員制度についてお話しさせていただきます。
裁判員制度というのは、死刑・無期懲役
がある犯罪、故意の犯罪行為により被害者
を死亡させた犯罪といった刑事事件につい

て、有権者の中から無作為で抽選された人6名を裁判員と
して、裁判官3名と共に裁判の審理・評議・多数決による
判決を行う制度のことをいいます。
それで、実際の裁判員制度ですが、来年の5月21日から
スタートすることになりました。その日以降に起訴される
重大事件について、順次適用されることになりますが、実
施されるのは各裁判所本庁と全国10支部のみで、釧路地裁
管内は釧路本庁のみとなります。
ちなみに現在、帯広の裁判所庁舎の建て替え工事が行われ
ていますが、新庁舎法廷は裁判員制度対応となっていません。
対象事件数ですが、釧路地裁管内では平均年間10数件程
度になると予想されています。概ね釧路2、帯広2、北見1
程度の割合ですので、十勝管内関連の事件は年間4～5件程
度になると思われます。
次に裁判員となる対象者ですが、当該地裁管内の選挙権
を有する人となります。ちなみに釧路地裁管内の有権者は
約80万人となります。
1回の裁判で6人の裁判員を選ぶため、50人から100人程
度の裁判員候補者を選出するとされています。そうすると、
釧路地裁管内では年間1000人前後の有権者が釧路地裁に呼
び出されることになり、年間0．1％程度の確率で裁判員候
補者となります。
裁判員の資格としては、裁判員法などに、欠格事由、就職
禁止事由、不適格事由、辞退事由が定められています。この
うち、前3者は裁判員になってはいけないというもので、辞退
事由は裁判員を辞退しても構わないというものです。
辞退事由としては、70歳以上、学生、重い疾病・傷害、
別居親族の継続的な介護・養育、妊婦、重要な用務があり
自ら処理なければ著しい損害が生じるおそれがあること、

父母等の葬儀、管轄外居住者等が挙げられていますが、正
直なところ、どのように運用されるかは実際の運用を見て
みなければ分かりません。
次に、裁判員選任手続です。今年の12月までに、裁判員
候補者名簿に記載された人宛に調査票が送付されます。そ
して、個別の裁判が開始されるの6週間前までに、裁判の日
付を特定して呼出状・質問状が送付されます。
裁判の初日の朝、裁判員候補者として呼び出され、辞退
等が認められなかった方が、釧路に集合することになりま
す。その後、検察官、弁護人立ち会いの下、裁判官から裁
判員候補者に質問がされます。その中で、裁判官が裁判員
6人を選ぶことになりますが、検察官、弁護人はそれぞれ4
人まで無理由で選任を拒否する権利が与えられます。
そして、裁判員6名（及び補充裁判員2名程度）が選任され、
その日の午後から裁判が始まります。裁判は、早ければ翌
日、通常は翌々日に判決が言い渡されて終了します。もっと
も、被告人が犯行を否認したり、責任能力等を争った場合
については、4日間以上裁判が開かれることが多くなります。
最後に、従業員や役員が裁判員裁判に参加することにな
った場合の会社としての対応についてお話しします。
まず、仕事を休んで裁判員裁判に参加するような従業員
は辞めさせるとお考えの方はいないと思いますが、裁判員
裁判を理由に従業員に不利益な取扱をすることは禁じられ
ています。この点、裁判員法上の罰則はありませんが、労働
基準法7条（公民権行使時の休暇保証）違反で6か月以下の懲
役または30万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
本人が希望する場合の休暇取得は認めざるを得ないとし
て、休暇を有給扱いにすべきかどうかですが、法律上有給に
する必要はありません。とりあえず、最高裁としては、各企業
に有給休暇制度を導入するように求めています。
これと関連しますが、有給とした場合、裁判員が支払い
を受ける日当について会社と調整できるのかという問題が
あります。ちなみに裁判員及び補充裁判員については、上
限1日あたり1万円、裁判員候補者は、上限1日あたり8千円
として日当が支払われます。その他、交通費、宿泊費も支
払われます。この点、最高裁判所からは、日当はそのまま
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従業員に受け取らせて欲しいとのお願いが出ています。
次に、これが一番切実な問題だと思いますが、従業員や
役員が裁判員候補者となった場合、仕事を理由に裁判員を
拒否・辞退することができるかという点です。法律上は、重
要な用務があり自ら処理なければ著しい損害が生じるおそ
れがあれば、辞退可能となっています。実際には、裁判の拘
束日数が多い、会社の規模が小さい、代わりとなる従業員が
いない、予定している仕事の日程を変更できない等の事情
があればあるほど辞退は認められやすくなると考えられます。
北海道の地域的な特性としては、遠距離で呼び出される
裁判員候補者としては前泊、後泊が必要であり、それを理
由に辞退できるかという問題もあります。帯広の人にその
ような辞退理由を認めてしまうと制度として成り立ちませ
んので、遠距離そのものを理由に辞退を認めるということ
は、釧路地裁管内ではないと思います。
もっとも、冬期間は自動車での移動にも不自由になりま
すので、例えば、広尾や陸別といった地域に関しては、冬
期間に限って辞退理由となる可能性はあります。
次に、裁判員に選任されたとして、裁判中の仕事をする
ことはできるのでしょうか。裁判員は、裁判時間外の拘束
はありませんので、夕方帰宅することが許されますし、裁
判時間外の外部との連絡も自由です。ですので、裁判期間
中であっても仕事をすることは可能です。
これと関連するものとしては、裁判期間中に仕事等で急
用が入った場合どうするかという問題があります。この点は、
辞退理由として裁判官が認めれば、中途自体は可能です。
そのような時に備えて、補充裁判員が数名選任されるのです。
最後に裁判員の守秘義務等との関係について補足しま
す。裁判員は、裁判中の評議の際に知った事項や、被告人
被害者のプライバシー、他の裁判員の氏名等の職務上知り
得た秘密を話すことは禁じられています。また、裁判員候
補者となったことを公にすることも禁止されています。も
っとも、裁判員候補者選任通知が来たことを会社や家族に
報告したりすることは、正当な理由があると考えられます
ので許されます。なお、公開法廷で明らかになった事項に
ついては秘密に当たりませんので、この点について、裁判
後、会社に報告することは問題ありません。
■会長報告 奥　周盛会長

先週の土曜日に、毎年恒例の、市内5RC親睦ゴ
ルフコンペが、国際カントリークラブで開催さ
れました。曇り空で若干肌寒い天気でありまし

たが、全参加者69名の熱い戦いが、和やかに行われました。
帯広RCから14名の会員が参加しました。ありがとうござ
いました。
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表彰は個人部門と団体部門がありましたが、個人賞で
は、我がクラブの栂安雅満会員がみごとな優勝を飾りま
した。ベスグロ、ドラコン、ニアピンまで獲得する完璧
な優勝です。おめでとうございます。
団体賞では、南RCが6連覇の偉業を達成しました。近年、
西RCが優勝奪還を狙っていますが、今年も1.2ポイントの
差で敗退し、惜しくも準優勝に甘んじました。
帯広RCはどうかというと、今年も定位置の3位でした。
実力はあるけれど勝負に弱い、という品の良さが出たよう
です。
団体賞の順位は、南RC、西RC、帯広RC、東RC、北RC
と相変わらず、下位3クラブは安定、上位2クラブの激闘
に終わった熱い戦いでした。今回も参加者の声がけや取
りまとめをしていただきました、小白会員に、感謝とお
礼を申し上げます。
また、来年は、帯広RCが当番幹事となっておりますの
で、クラブ一丸となって、盛り上げたいと思います。
■会務報告 奥原　宏幹事

帯広西RC、夜間例会開催のご案内
日時／平成20年5月29日（木）午後6時30分　　場所／北海道ホテル
■新会員紹介

推薦者　鈴木　樹会員
「NTT東日本帯広支店長の吉野信司君を新会員に推薦します。」

吉野　信司
「安達の後任として帯広に参りました。よろし
くお願いいたします。」

■退会挨拶

有田　栄一会員
「本社の監査部門に異動となりますので、残念
ですが退会させていただきます。2年2ヶ月間、異

業種である皆様との交流は大変勉強になりました。ありが
とうございました。」
■委員会報告

ロータリー財団より
マルチプルポールハリスフェローとしてお二人が認定さ
れ、奥会長より記念品が贈呈されました。

平原　　隆会員　　　渡辺喜代美会員
・出席報告 出席委員会
会員総数102名（内出席免除会員10名）出席者数61名
■次週プログラム予定

「新会員卓話」 （プログラム委員会）
長澤　秀行会員　【私の履歴】


